
（別紙） 

【参考１】工作物の写真 

 

（木橋） 

 

 

 

（木道） 

 



【参考２】自然公園法（昭和 32年６月１日法律第 161号） 

 

（特別地域） 

第二十条   環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の

風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域（海域を除く。）内に、

特別地域を指定することができる。 

（中略） 

３  特別地域（特別保護地区を除く。以下この条において同じ。）内においては、

次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつて

は都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害の

ために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及

び保全を図るために行うものは、この限りでない。 

一  工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 

（以下略） 

 

（特別保護地区） 

第二十一条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の

景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域

内に特別保護地区を指定することができる。  

（中略） 

３  特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環

境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはな

らない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限

りでない。  

一  前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十

五号及び第十六号に掲げる行為   

（以下略） 

 

第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。  

（中略） 

三  第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三

項の規定に違反した者 

（以下略） 


